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無事故奨励金額変更のお知らせ

平成24年11月22日発行

平成24年12月1日適用

※暫定適用期間
平成24年12月1日～平成25年11月30日



平成24年12月1日より無事故奨励金の
割戻金額が変更になります。

現状（～平成24年11月30日まで）
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現状（～平成24年11月30日まで）
40回の勤務ごとの申請で3000円の無事故奨励金を支給

変更後（平成24年12月1日から～）
40回の勤務ごとの申請で6000円の無事故奨励金を支給

※注意事項※
今回は暫定適用期間として平成24年12月1日～平成25年11月30日までの勤務分における割戻金額の変更になります。
対象期間中においてやむおえない事由により金額変更の可能性がありますことをご了承ください。
上記期間以降の金額の取り決め及び無事故奨励金制度の取り扱いにつきましては決定の都度別途告知致します。

※支給金額の取扱方法及び算出方法は「無事故奨励金算出表」をご覧ください。



平成24年11月30日までに40回勤務に満たなかったカウント
につきましては平成24年12月1日以降の勤務分と合計した勤
務回数で無事故奨励金の申請が可能です。

取扱について
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※注意事項※
今回は暫定適用期間として平成24年12月1日～平成25年11月30日までの勤務分における割戻金額の変更になります。
対象期間中においてやむおえない事由により金額変更の可能性がありますことをご了承ください。
上記期間以降の金額の取り決め及び無事故奨励金制度の取り扱いにつきましては決定の都度別途告知致します。

上記の場合の無事故奨励金の算出方法につきましては

次項に記載の
「無事故奨励金算出表」 より確認お願いします。



Case1
2012/11/30までに0回
2012/12/1以降に40回勤務した場合

奨励金：￥6000

～2012/11/30 2012/12/1～
合計

勤務回数 勤務回数

0 40 ¥6,000

1 39 ¥5,925

2 38 ¥5,850

3 37 ¥5,775

～2012/11/30 2012/12/1～
合計

勤務回数 勤務回数

21 19 ¥4,425

22 18 ¥4,350

23 17 ¥4,275

エスプールクラブ無事故奨励金算出表

Case2
2012/11/30までに30回
2012/12/1以降に10回勤務した場合

奨励金：￥3750

4 36 ¥5,700

5 35 ¥5,625

6 34 ¥5,550

7 33 ¥5,475

8 32 ¥5,400

9 31 ¥5,325

10 30 ¥5,250

11 29 ¥5,175

12 28 ¥5,100

13 27 ¥5,025

14 26 ¥4,950

15 25 ¥4,875

16 24 ¥4,800

17 23 ¥4,725

18 22 ¥4,650

19 21 ¥4,575

20 20 ¥4,500
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24 16 ¥4,200

25 15 ¥4,125

26 14 ¥4,050

27 13 ¥3,975

28 12 ¥3,900

29 11 ¥3,825

30 10 ¥3,750

31 9 ¥3,675

32 8 ¥3,600

33 7 ¥3,525

34 6 ¥3,450

35 5 ¥3,375

36 4 ¥3,300

37 3 ¥3,225

38 2 ¥3,150

39 1 ¥3,075

40 0 ¥3,000



本件におけるお問い合わせ先

エスプールクラブ事務局

Mail:  info@spool-club.net
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Mail:  info@spool-club.net

HP：http://www.spool-club.net
（エスプールクラブホームページ内お問い合わせフォームよりご連絡下さい。）

※注意事項※
今回は暫定適用期間として平成24年12月1日～平成25年11月30日までの勤務分における割戻金額の変更になります。
対象期間中においてやむおえない事由により金額変更の可能性がありますことをご了承ください。
上記期間以降の金額の取り決め及び無事故奨励金制度の取り扱いにつきましては決定の都度別途告知致します。


